
　
市
役
所
南
側
芝
生
広
場
へ
の
公
私
連
携
型
の
保
育
所
の
設
置
に
あ

た
り
、
園
舎
を
所
有
す
る
リ
ー
ス
会
社
と
保
育
所
を
運
営
す
る
保
育

事
業
者
に
、
契
約
ま
た
は
協
定
の
日
か
ら
令
和
17
年
８
月
31
日
ま
で

の
間
、
保
育
所
の
敷
地
に
な
る
市
の
土
地
を
無
償
で
貸
し
付
け
る
た

め
の
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
文
教
社
会
常
任
委
員
会
で
の
審
査
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
こ
の
保
育
所
の
園
舎
の
構
造
や
開
所
時
期
、
定
員
、
駐
車
場
、

駐
輪
場
の
予
定
位
置
な
ど
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
園
舎
の
構
造
は
軽
量
鉄
骨
造

平
家
建
て
で
、
開
所
は
令
和
７
年

10
月
、
定
員
は
60
名
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
駐
車
場
は
市
役
所
の
来

庁
者
用
駐
車
場
の
中
に
優
先
的
に

利
用
で
き
る
区
画
を
２
区
画
程
度

確
保
し
、
駐
輪
場
は
園
舎
の
南
東

側
に
５
台
分
程
度
の
ス
ペ
ー
ス
を

設
け
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
リ
ー
ス
会
社
に
土
地
を
貸
し
付
け
る
理
由
を
伺
い
ま
す
。

答　
市
は
リ
ー
ス
会
社
か
ら
園
舎
を
借
り
て
保
育
事
業
者
に
貸
し
ま

す
が
、
リ
ー
ス
会
社
が
市
の
土
地
に
園
舎
を
建
て
る
た
め
、
園
舎
の

敷
地
を
貸
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
敷
地
は
市
が
借
り
る
園
舎
の
た
め

の
も
の
で
す
の
で
、
無
償
で
貸
し
付
け
る
形
と
し
ま
す
。

　
令
和
６
年
第
４
回
定
例
会
は
12
月
２
日
か
ら
12
月
18
日
ま
で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
定
例
会
初
日
に
は
、
指
定
管
理
者
の
指

定
や
土
地
の
無
償
貸
付
、
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
な
ど
の
人
事
案
件
、
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）
な
ど
18
件
が
提
案
さ
れ
、

９
件
が
委
員
会
へ
付
託
さ
れ
ま
し
た
。
最
終
日
に
は
議
員
か
ら
意
見
書
案
が
３
件
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
委
員
会
付
託
さ
れ

た
議
案
の
委
員
会
審
査
の
概
要
な
ど
を
報
告
し
ま
す
。
提
案
さ
れ
た
全
て
の
案
件
の
件
名
お
よ
び
審
議
結
果
は
、
最
終
面
「
令
和
６
年

第
４
回
定
例
会
の
会
議
結
果
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第４回 定例会土
地
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て
（
海
老
名

土
地
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て
（
海
老
名

市
役
所
南
側
公
私
連
携
型
保
育
所
敷
地
）

市
役
所
南
側
公
私
連
携
型
保
育
所
敷
地
）

指
定
管
理
者
の
指
定
・
指
定
期
間
の
変
更

指
定
管
理
者
の
指
定
・
指
定
期
間
の
変
更

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
保
育
料
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

事
業
の
保
育
料
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

土
地
の
無
償
貸
付
な
ど

土
地
の
無
償
貸
付
な
ど
2121
件
を
可
決
・
同
意

件
を
可
決
・
同
意

問　
指
定
管
理
者
制
度
で
は
な
く
公
私
連
携
型
保
育
所
と
い
う
手
法

を
採
用
す
る
理
由
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
指
定
管
理
者
制
度
で
行
っ
た
場
合
、
運
営
主
体
は
市
と
な
り
、

民
間
保
育
事
業
者
が
受
け
ら
れ
る
国
や
県
か
ら
の
補
助
金
や
給
付
費

は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
公
私
連
携
型
保
育
所
は
運
営
主
体
が
民
間
保

育
事
業
者
と
な
り
、
補
助
金
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
上
に
、
一
定
程
度
、

市
の
裁
量
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
あ
る
た
め
で
す
。

　
「
有
料
自
転
車
等
駐
車
場
」
お
よ
び
「
海
老
名
駅
自
由
通
路
及
び

海
老
名
中
央
公
園
」
の
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
た
め
の
議
案
が
提

出
さ
れ
、
２
件
と
も
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
指
定
期

間
は
い
ず
れ
も
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
５
年
間
で
す
。

　
ま
た
「
わ
か
ば
会
館
」
の
指
定
期
間
を
変
更
す
る
た
め
の
議
案
が

提
出
さ
れ
、
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
指
定
期
間
が
２

年
間
延
長
さ
れ
、
令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
経
済
建
設
常
任
委
員
会
お
よ
び
文
教
社
会
常
任
委
員
会
で
の
審
査

の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
有
料
自
転
車
等
駐
車
場
（
駐
輪
場
）
の
指
定
管
理
者
候
補
者
が

提
案
し
て
き
た
、
月
額
の
利
用
料
金
は
い
く
ら
で
し
た
か
。

答　
３
月
定
例
会
で
可
決
い
た
だ
い
た
条
例
改
正
に
よ
り
令
和
７
年

４
月
１
日
か
ら
料
金
の
上
限
額
は
、
一
般
が
１
５
０
０
円
（
西
口
の

一
部
は
１
０
０
０
円
）
で
、
学
生
が
１
２
０
０
円
（
西
口
の
一
部
は

８
０
０
円
）
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
同
額
の
提
案
で
し
た
。

問　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
に
関
す
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
指
定
管
理
料
は
ゼ
ロ
円
で
の
駐
輪
場
の
管
理
運
営
を
条
件
と
し

て
い
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
に
伴
う
設
備
投
資
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

費
用
な
ど
す
べ
て
を
指
定
管
理
者
が
請
け
負
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

問　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
以
外
に
、
指
定
管
理
者
が
変
更
と
な
る
こ

と
で
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
伺
い
ま
す
。

答　
こ
れ
ま
で
、
管
理
人
が
い
る
時
間
帯
し
か
申
し
込
め
な
か
っ
た

も
の
が
、
Ｄ
Ｘ
化
に
よ
っ
て
24
時
間
可
能
に
な
る
こ
と
や
、
宅
配
ボ

ッ
ク
ス
の
設
置
な
ど
が
提
案
の
中
で
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

問　
わ
か
ば
会
館
の
指
定
期
間
を
延
長
し
て
検
討
す
る
内
容
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

答　
現
在
行
っ
て
い
る
子
ど
も
に
対
す
る
支
援
の
充
実
に
加
え
、
医

療
的
ケ
ア
児
や
不
登
校
児
の
居
場
所
、
発
達
が
気
に
な
る
子
の
預
か

り
の
場
な
ど
、
子
ど
も
を
中
心
と
し
た
新
た
な
事
業
や
制
度
を
検
討

し
、
そ
の
実
施
に
向
け
た
施
設
の
改
修
や
管
理
運
営
方
法
に
つ
い
て

も
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
物
価
高
騰
の
影
響
で
保
育
園
の
食
材
費
に
関
す
る
国
の
公
定
価
格

が
引
き
上
げ
ら
れ
た
た
め
、
公
立
保
育
園
給
食
の
う
ち
副
食
費
の
上

限
額
を
公
定
価
格
に
合
わ
せ
て
月
額
３
０
０
円
引
き
上
げ
る
条
例
改

正
案
が
提
出
さ
れ
、
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
文
教
社
会
常
任
委
員
会
で
の
審
査
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
公
立
保
育
園
の
給
食
費
全
体
に
つ
い
て
改
め
て
伺
い
ま
す
。

答　
お
か
ず
な
ど
の
副
食
費
の
上
限
額
は
、
月
額
４
５
０
０
円
を
４

８
０
０
円
に
し
た
い
の
で
す
が
、
急
騰
し
て
い
る
米
や
パ
ン
な
ど
主

食
費
の
月
額
千
円
は
も
う
少
し
様
子
を
見
な
が
ら
判
断
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
保
護
者
か
ら
い
た
だ
く
給
食
費
で
は
賄
え
て
い
な

い
部
分
の
月
額
１
１
０
０
円
ほ
ど
は
、
市
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

問　
民
間
保
育
園
の
給
食
費
の
現
状
を
伺
い
ま
す
。

答　
公
定
価
格
な
ど
を
参
考
に
各
園
が
金
額
を
設
定
し
て
い
ま
す
が
、

値
上
げ
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。
民
間
保

育
会
か
ら
給
食
費
の
補
助
金
継
続
の
要
望
を
受
け
て
お
り
ま
す
の
で
、

今
後
協
議
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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